
（１）区庁舎の受動喫煙対策の状況

平成25年８月１日現在

区庁舎及び市民局所管の市民利用施設の受動喫煙対策状況について

基準を満たしていな
い施設

上記以外 なし

対策

鶴見、神奈川、西、南、港南、
保土ケ谷、旭、磯子、金沢、港北、
緑、青葉、都筑、戸塚、泉、瀬谷

施設内に喫煙場所がないもの屋内禁煙

基準分煙
禁煙場所と壁等で分離され、厚生労働省
の基準に沿った、煙が流れ出ない喫煙室
等以外に喫煙場所がないもの

中

敷地内禁煙

区庁舎内容

施設内及び屋外に喫煙場所がないもの 栄
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（２）市民利用施設の受動喫煙対策の状況

公会堂 10
地区センター 56
コミュニティハウス 25
集会所 2
スポーツ会館 9
プール 1
スポーツセンター 9

3

計 115
公会堂 8
地区センター 24
コミュニティハウス 6
集会所 3
スポーツ会館 2
プール 8
スポーツセンター 9
体育館 3
その他 5

計 68

計 0

計 0

平成25年８月１日現在

公会堂 18館
地区センター 80館
コミュニティハウス 31館
集会所 5館
スポーツ会館 11館
プール 9館
スポーツセンター 18館

3館
3館

その他 5館

183館

体育館
男女共同参画センター

【平成25年８月１日現在施設数】

施設数 計 183

基準を満たしていな
い施設

上記以外

男女共同参画センター

屋内禁煙 施設内に喫煙場所がないもの

対策 内容 施設数

施設内及び屋外に喫煙場所がないもの

なし

なし

基準分煙
禁煙場所と壁等で分離され、厚生労働省
の基準に沿った、煙が流れ出ない喫煙室
等以外に喫煙場所がないもの

敷地内禁煙
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